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 当院は、以下の施設基準等に適合することを九州厚生局宮崎事務所に届出し、受理されています。 

 

１． 入院基本料に関する事項 

  当院は、厚生労働大臣が定める基準で下記の費用を算定する医療機関です。 

 南 3階病棟 南 4階病棟 西 2階病棟 西 3階病棟 

届出入院基本料 

（病床区分） 

急性期一般入院料 4 
地域包括ケア病棟 

入院料 1 

（一般病床） 

回復期リハビリテー

ション病棟入院料 1 

（療養病床） 

療養病棟入院料 1 

（一般病床） （療養病床） 

病床数 30床 30床 42床 40床 

看護職員数（看護

師及び准看護師） 
1日に 9人以上 1日に 7人以上 1日に 10人以上 1日に 6人以上 

看護補助者数 1日に 4人以上 1日に 4人以上 1日に 5人以上 1日に 6人以上 

看護職員 1人あたり
の受け持ち患者数  

 
朝 8時から 

夕 5時まで 
6人以内 10人以内 7人以内 

5人以内 

(看護補助者4名含む) 

 
夕 5時から 

夜 8時まで 
15人以内 15人以内 21人以内 

20人以内 

(看護補助者1名含む) 

 
夜 8時から 

朝 8時まで 
15人以内 15人以内 21人以内 

20人以内 

(看護補助者1名含む) 

 

２． 入院費用の算定に関する事項 

  当院は厚生労働大臣が定める「DPC 対象病院」のため、南 3 階病棟の入院医療費（南 4 階病棟への転棟時も

含む）は原則として包括評価方式で算定します。算定にかかる医療機関別係数は次のとおりです。 

基礎係数 

1.0063 

機能評価係数Ⅰ 

0.1615 

機能評価係数Ⅱ 

0.0798 

救急補正係数 

0.0140 

合計 

1.2616 

 

３． 入院時食事療養費に関する事項 

  当院は、入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士が管理する食事を 

適時適温で下記の時間に配膳、提供しております。 

○朝食 午前 8 時頃  ○昼食 午後 0 時頃  ○夕食 午後 6 時以降 

 

 

 

 

 



４． 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行 

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進するために、窓口でお支払い頂く自己負担

の有無に関係なく（公費負担医療の受給者を含む）、領収書と明細書を無料で発行しております。 

なお、明細書には使用した薬剤や行われた検査などの名称が記載されますので、その点をご理解いただき、

ご家族の方が代理で会計を行う場合も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口まで事前にお申し出

ください。 

 

５． 保険診療以外の費用及び消費税に関する事項 

  保険診療は非課税扱いですが、保険診療以外の次の費用には消費税を課税しております。 

・保険外併用療養費（一部を除く）       ・診断書、証明書等の文書料 

・療養の給付と直接関係のないサービス     ・その他、自由診療にかかる費用 

 

 

  



 


